
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

精

神

保

健

及

び

精

神

障

害

者

福

祉

に

関

す

る

法

健

康

推

進

課

律

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

境

界

地

の

道

路

の

管

理

〃

【

公

告

】

○

訪

問

販

売

に

関

す

る

業

務

の

停

止

く

ら

し

安

全

安

心

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

平成２７年１２月８日 第１１７４３号



◎
岡
山
県
規
則
第
六
十
五
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条

年
月

日

「
申
請
者

生
年

ふ
り
が
な

㊞

様
式
第
三
十
四
号
の
二
中

を

（精
神

氏
名

月
日

住
所

障
害
者

」

本
人

電
話

－

）

（

）

年
月

日

「

ふ
り
が
な

㊞
生
年

月
日

申
請
者

氏
名

に
改
め
る
。

（精
神

住
所

障
害
者

電
話

－
（

）
本
人

個
人

）

」

番
号

住
所

住
所

「

「

様
式
第
三
十
六
号
中

を

に
改
め
る
。

現
行
の
手
帳
番
号

個
人
番
号

」

」

現
行
の
手
帳
番
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条様

式
第
六
号
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
七
号
の
二
及
び
様
式
第
二
十
七
号
の
二
中
「6

0

」
を
「

」
に
改
め
る
。

日
３
月

附

則

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
中
第
一
条
及
び
次
項
の
規
定
は
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ア
イ
ン
薬
局
倉
敷
駅
前
店

倉
敷
市
寿
町
一

二
六
マ
ツ
ダ
パ
ー
キ
ン
グ
ビ
ル
一
階

平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日

－

や
た
の
薬
局

倉
敷
市
真
備
町
箭
田
一
一
二
八

四

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

－

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

ア
イ
ン
薬
局
倉
敷
駅
前
店

倉
敷
市
寿
町
一

二
六
マ
ツ
ダ
パ
ー
キ
ン
グ
ビ
ル
一
階

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日

－

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

社
会
医
療
法
人
清
風
会
湯
郷
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

美
作
市
湯
郷
八
一
五

六

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

－

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
八
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

。

「

」

。
）

、

、

号

以
下

条
例

と
い
う

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は

そ
の
効
力
を
失
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

－
－

－
－

－
－

－
－

１

一

（
二
・
三

ジ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン

五

イ
ル
）

Ｎ

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン

二

ア
ミ
ン
（
通
称
名
五

Ｍ
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ｂ
）
及
び
そ
の
塩
類

－

２

［
一

（
四

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ド
ー
ル

三

イ
ル

（
ナ
フ
タ
レ
ン

－
－

－
－

－
－

］

一

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
（
通
称
名
Ｆ
Ｕ
Ｂ

Ｊ
Ｗ
Ｈ

一
八
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

－
－
〇

３

Ｎ

（
四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

Ｎ

［
一

（
二

フ
ェ
ネ
チ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン

四

－
－

－
－

－
－

－

イ
ル
］
ブ
タ
ナ
ミ
ド
（
通
称
名
ｐ

ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ
ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｒ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
）

－
－

及
び
そ
の
塩
類

４

Ｎ

（
一

ア
ミ
ノ

三

メ
チ
ル

一

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン

二

イ
ル
）

一

（
二

フ

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ａ
Ｂ

Ｆ
Ｕ

－
－

－
－

－

Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
又
は
二

ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ
ｂ
ｅ
ｎ
ｚ
ｙ
ｌ

ｉ
ｓ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
）
及
び
そ
の
塩
類

－

二

指
定
の
失
効
の
理
由

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め

三

失
効
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
五
日

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

通
所
介
護
事
業
所
エ
ル
ス
リ
ー
備
前
岡
山

２

所
在
地

岡
山
県
備
前
市
東
片
上
一
二
八
二
番
四
四

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
エ
ヌ
・
ビ
ー
・
ラ
ボ

２

所
在
地

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
桜
木
町
一
丁
目
一
〇
一
番
地
一
ク
ロ
ス
ゲ
ー
ト
七
階

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
一
一
〇
〇
六
三
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

小
山
桑
上
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

二
三
〇
・
〇

津
山
市
八
社
字
風
呂
屋
二
二
六
番
一
地
先
か
ら

七
・
〇
～

津
山
市
八
社
字
七
ツ
隈
三
五
三
番
地
先
ま
で

二
六
・
〇

旧

二
三
〇
・
〇

津
山
市
八
社
字
風
呂
屋
二
二
六
番
一
地
先
か
ら

三
・
〇
～

津
山
市
八
社
字
七
ツ
隈
三
五
三
番
地
先
ま
で

一
〇
・
〇

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

小
山
桑
上
線

津
山
市
八
社
字
風
呂
屋
二
二
六
番
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
七

津
山
市
八
社
字
七
ツ
隈
三
五
三
番
地
先
ま
で

年
十
二
月
八

日

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
と
の
境

界
に
係
る
県
道
の
管
理
に
つ
い
て
、
岡
山
市
と
次
の
と
お
り
協
議
が
成
立
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

協

議

成

立

路

線

名

区

間

管

理

者

年

月

日

吉
備
津
松
島

新
岡
倉
大
橋
（
南
側
）
の
橋
り
ょ
う
総
延
長

岡
山
県

平
成
二
十
七

線

年
十
二
月
五

岡
山
市
北
区
撫
川
一
六
五
八
番
一
地
先
か
ら

岡
山
県

日

岡
山
市
北
区
撫
川
一
六
四
四
番
一
地
先
ま
で

（
岡
山
市
内
に
存
す
る
区
間
）

平成２７年１２月８日　岡山県公報　第１１７４３号



〔

〕

（

。

「

」

。
）

四
九
〇

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律

昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号

以
下

法

と
い
う

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
訪
問
販
売
に
関
す
る
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

処
分
を
し
た
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
正
夢

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

福
岡
県
久
留
米
市
東
和
町
四
丁
目
四
号
ウ
イ
ン
グ
コ
ー
ト
久
留
米
二

Ｆ

代
表
者
の
氏
名

江
村

雄
人

三

処
分
の
内
容

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止

１

停
止
を
命
ず
る
業
務
の
内
容

訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
こ
と
。

(1)

訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
。

(2)

訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

(3)
２

期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
四
日
ま
で
の
六
月
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
正
夢
（
以
下
「
同
社
」
と
い
う

）
は
、
次
の
行
為
を
行
っ
て
お
り
、
訪
問
販
売
に
係

。

る
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者
の
利
益
が
著
し
く
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。

１

勧
誘
目
的
不
明
示
（
法
第
三
条
）

同
社
は
、
岡
山
県
内
の
消
費
者
宅
を
訪
問
し
た
際
に
、
訪
問
販
売
の
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
消
費

者
に
対
し
、
販
売
事
業
者
の
名
称
及
び
訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す

る
目
的
で
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。

２

不
実
告
知
（
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
）

同
社
は
、
岡
山
県
内
の
消
費
者
宅
を
訪
問
し
、
訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

勧
誘
を
す
る
際
に
、
こ
の
ま
ま
で
は
足
を
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
等
当
該
契
約
の
締
結
を

必
要
と
す
る
事
情
に
つ
い
て
不
実
の
こ
と
を
消
費
者
に
告
げ
た
。
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３

契
約
解
除
妨
害

法
第
七
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

昭

（

（

和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
九
号
）
第
七
条
第
一
号
）

同
社
は
、
訪
問
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
締
結
後
、
当
該
契
約
の
解
除
に
つ
い
て
、
消
費
者
に

迷
惑
を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
こ
れ
を
妨
げ
た
。
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〔
四
九
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
玉
野
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

玉
野
市
胸
上
地
区
、

公
共
測
量
（
地
図
作
成
業
務
）

平
成
二
十
七
年
十
一
月
六
日
か
ら

番
田
地
区

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
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〔
四
九
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
原
字
稲
田
二
一
三

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
三
輪
八
〇
一

一
コ
テ
ー
ジ
セ
ン
ト
リ
バ
ー
Ｄ
二
〇
二

－

萱
野

浩

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
〇
号
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